
登録再生利用事業者 [全事業共通項目]不正転売防止ガイドラインへの対応]    業界自主基準チェックシート                          一般社団法人 全国食品リサイクル連合会 

 

 

 

調査年月日には実際に調査した日付を記入すること 

調査対象欄には 調査対象の会社名を記入すること 

調査者には、審査した人の名前を記入すること 

実施確認の結果評価については、総合的に勘案して不正転売への取組を評価すること 

 

 

☑実施 （実施していることを確認） ☑不可（実施できていない場合にチェックする）  ☑対象外（対象としない項目を確認）☑今後検討（次の更新審査までに取り組む） 

1．不正転売防止措置に関する具体的な取組について 実施 不可 対象

外 

今後

検討 

関係書類 コメント 

不正転売

防止の具

体的な対

策 

社員の持ち帰りや食用利用や転売を禁止し

ているか 

☑ □ □ □ 社員教育 転売できるような食品廃棄物は受け入れていない。 

 

社員に誓約書を書かせているか ☑ □ □ □ 誓約書 会社に損害を与える行為について誓約書サインさせている。 

冷蔵庫がある場合、施錠保管しているか □ □ ☑ □   

転売防止の掲示物を掲示しているか □ □ ☑ □  社員教育の場で啓発を行っている。転売できるような食品廃棄

物は受け入れていないため転売禁止掲示板を掲示することは

必要としない。 

タグ管理等により食品廃棄物を区分してい

るか 

□ □ ☑ □   

適正な料

金での受

託 

地域相場を調べて把握しているか（環境省情

報提供） 

☑ □ □ □ 全食リ連 会員交流及び行政情報、各市町村に対する聞き取り

調査を実施。 

① 地域相場については、営業で同業者とバッティングした際

など、価格を把握している。 

② 地元、市町村の焼却処理単価の変更については、市原市 20

円、千葉市 27円、袖ケ浦市、成田市 20円、八千代市 26

円、香取市、四街道市、富里市、さくら市 35円、大多喜町、

いずみ市 20円、五井町 20円 

原価計算方法について書類を用いて説明で

きるか 

☑ □ □ □ 原価計算書（収集運搬については、ルートごと） 

収支管理表（食品リサイクル肥料化施設については、他の施設

と区分） 

収集運搬につては、一般廃棄物、産業廃棄物、プラ運搬、食リ

運搬、ビンカン運搬、かたづけ運搬、発砲運搬など、一店舗あ

たりの回収原価、1㎏あたりの回収原価、1時間あたりの回収

原価を月次作成している。 

食品リサイクル施設については、日日決算を行っている。日々

の搬入量から売り上げを合計。４名の労働時間と人件費+固定

費（電気、チップ、燃料、減価償却、一般管理費）+修繕費を

計上している。 

 

調査年月日 調査対象 調査者 審査種類 確認者 

令和 7 年 2

月 17 日 

会社名 

みどり産業株式会社 

 

所属 

担当者名 

全食リ連 松岡力雄 

 

新規 

津根頼行 

実施確認の 

結果評価 
評価  可・不可 

 



利益上乗せ部分について書類を用いて説明

できるか 

☑ □ □ □  上記から食品リサイクル部門の利益を算出し、地域相場の半値

以下では受託していない。利益については、トントンベースを

基本としている。 

地域における一般的な処理料金の半値程度

を下回る価格で受託していないか 

☑ □ □ □  上記の計算により、半値を下回る金額では受託していない。 

処理料金を公示（掲示）しいているか ☑ □ □ □  掲示板及びインターネット（自社ＨＰ）において表示している。 

適正処理料金受託のため排出事業者への理

解・努力している内容を説明できるか 

☑ □ □ □  上記により説明している。 

 

特記事項 

① 不正転売できるような食品廃棄物は受け入れていない。 

② 会社に損害を与える行為については、誓約書サインさせている。 

③ 転売できるような食品廃棄物は受け入れていないため転売禁止掲示板を掲示することは必要としない。 

④ 周辺市町村の焼却処理単価は、市原市 20円、千葉市 27円、袖ケ浦市、成田市 20円、八千代市 26円、香取市、四街道市、富里市、さくら市 35円、大多喜町、いずみ市 20円、五井町 20円） 

 

総評 

① 食品リサイクル部門の収益については、トントンベースであり、他の事業を含めた会社の年商は 31.7億円（令和 4年度実績）である。 

② 自社のホームページにおいて、全事業の産業廃棄物単価表を公開しており、料金体系が明確である。 

③ 今後、施設設置場所である、地元、五井町に農林水産省のバイオマス産業都市計画を提案する企画に取り組み始めているが、新規事業に対し市町村行政担当者は後ろ向きの傾向があるため、根強い交渉に今後も

期待したい。 

 

（写真 1）ＨＰで各処理単価を詳細に公開 （写真 2）脱臭装置も改築予定  （写真 3）みどり工房で生産販売している堆肥「みどりの力」 （写真４）今後、田んぼを更に拡大予定 


